
 

新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業中の過ごし方等について 

 

１ 臨時休業期間  

  令和２年４月９日（木）～５月１日（金） 

 

２ 学校の再開 

  令和２年５月７日（木） 

 

３ 休業中の留意事項  

⑴  健康管理について 

・感染拡大防止の観点から、原則、自宅待機とし家庭学習に努めること。ただし、公園など屋外で、散

歩やジョギングなど適度な運動はしてもよい。 

  ・自宅においても咳エチケット、手洗い等の感染対策を行うこと。 

⑵  家庭学習について 

  ・指示された学習課題（別紙参照）を、計画的に取り組むこと。 

⑶  部活動について 

 ・学校再開まで部活動は禁止とする。 

 ・学校再開まで学校の体育館や校庭での自主トレーニング等も禁止とする。 

⑷  臨時休業期間中の登校について 

 ・登校日以外の日で、やむを得ない理由がある場合の登校は認めるが、事前にホーム担任等に連絡する

こと。 

⑸  学校への連絡について 

 ・教職員は通常通り勤務しており、不明な点があれば連絡すること。 

 

４ 登校日について 

⑴  学年ごとに週１回の登校日を設けることとする。 

・１年次生 ４月１４日（火）、４月２１日（火）、４月２８日（火） 

・２年次生 ４月１５日（水）、４月２２日（水）、５月１日（金） 

・３年次生 ４月１６日（木）、４月２３日（木）、４月３０日（木）  

⑵  日程（各学年共通） 

・９時３０分までに登校すること。 

  ９：３０～ ９：５０ ＳＴ・家庭学習状況の確認（課題となっているワーク等持参すること） 

 １０：００～１１：００ キャリア・ガイダンス・ＳＴ 

⑶  登校日の留意事項 

・登校前に自宅で検温し、３７．５度以上ある場合や、微熱でも風邪の症状がある場合は登校しない 

こと。 

   ・健康観察用紙に必要事項を記入し、登校時、生徒玄関で提出すること。保護者の確認（印またはサ

イン）をもらうことを忘れないこと。 

 

５ その他 

   今後、状況の変化により、対応内容に追加や変更がある場合は、随時学校ホームページや保護者への

メール配信にてお知らせします。 

 


